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�愛媛県告示第５１０号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和５年５月２１日（日）０時
から令和５年５月２３日（火）
２４時の間で任意の時間

任意の場所 任意の場所 県内全域

口述試験及び身体検査
令和５年５月２７日（土） 松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第４０３号 令和５年４月２８日

令和５年４月２８日金曜日 第４０３号
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�愛媛県告示第５１２号
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）

第１５条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資質の

向上のための研修を指定した。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

愛媛県浄化槽管理士研修

２ 主催者

松山市�町２番３１号
公益社団法人愛媛県浄化槽協会

３ 研修の開催日及び場所

�������
�愛媛県告示第５１３号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５１４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子基準点測量）

２ 作業期間 令和４年４月１日から

令和５年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県内の電子基準点が設置されている全ての市

町

�������
�愛媛県告示第５１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市中村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�愛媛県告示第５１１号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１５号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県基幹ネットワークシステム運
用管理・支援及び利用支援業務 一
式

愛媛県企画振興部
デジタル戦略局ス
マート行政推進課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和５年３月２７日

フェイス・ソリューシ
ョン・テクノロジーズ
株式会社 松山支店
松山市南江戸二丁目９
番１７号 せとかんビル
３Ｆ

５５，２４２，０００円 一般競争入札 令和５年２月１４日

開 催 日 場 所

令和５年７月１４日（金） 西予市宇和町卯之町３丁目４３５－１
西予市卯之町駅前複合施設ゆるりあん

令和５年１０月２４日（火） 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１
番地 医療法人北辰会

令和８年
４月２４日
まで

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
１０４
号

松山市千舟町８丁目１２８番地１ えひめ中央農業協同組合 松山市中島大浦１６２３番地
えひめ中央農業協同組合 中島支所

令和５年３月２０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 藤 勝 俊 新居浜市中村一丁目３－４
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�愛媛県告示第５１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 重 俊 新居浜市中村一丁目８－８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 紀 敏 新居浜市萩生１９７６－７

〃 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１－１

〃 妻 鳥 素 � 新居浜市萩生１７７８

〃 松 木 一 新居浜市萩生１９８５－１

〃 糸 川 良 裕 新居浜市萩生１４５２－２

〃 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 合 田 有 良 新居浜市萩生１４０８－３

〃 守 谷 秀 隆 新居浜市萩生１５５５－２

〃 曽我部 功 新居浜市大生院１１１－９

〃 村 上 和 之 新居浜市萩生１４８８－３

〃 谷 口 巧 新居浜市萩生１３０８－２

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

〃 � 枝 茂 新居浜市萩生１９７０－１１

〃 高 橋 秀 和 松山市高浜町１－１４２４－８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 紀 敏 新居浜市萩生１９７６－７

〃 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１－１

〃 � 枝 隆 治 新居浜市萩生１７１５

〃 松 木 俊 博 新居浜市萩生１９９６

〃 森 賀 太 市 新居浜市萩生１４５４

〃 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 飯 尾 俊 一 新居浜市萩生２０９７－２

〃 守 谷 秀 隆 新居浜市萩生１５５５－２

〃 曽我部 功 新居浜市大生院１１１－９

〃 大 角 健 治 新居浜市大生院１７５５－５

〃 曽我部 徳 寿 新居浜市萩生２０９５－１

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

〃 � 枝 茂 新居浜市萩生１９７０－１１

〃 三 村 雅 信 新居浜市大生院５７－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 村 伊佐雄 新居浜市西喜光地町１番２８号

〃 古 川 世喜太 新居浜市寿町３番５号

〃 星 河 米 一 新居浜市星原町１０番２７号

〃 藤 田 賢 市 新居浜市外山町１１番１２号

〃 � 橋 征 三 新居浜市星原町１３番１６号

監 事 � 橋 頼 政 新居浜市外山町１７番２３号

〃 仙 波 忠 弘 新居浜市上泉町７番２４号

〃 神 野 幸 男 新居浜市宇高町三丁目５番２３号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 村 伊佐雄 新居浜市西喜光地町１番２８号

〃 村 上 銃 新居浜市寿町７番９号

〃 星 河 米 一 新居浜市星原町１０番２７号

〃 � 橋 敏 新居浜市外山町９番５０号

〃 � 橋 征 三 新居浜市星原町１３番１６号

監 事 藤 田 幸 隆 新居浜市西喜光地町４番４０号

〃 � 橋 頼 政 新居浜市外山町１７番２３号

〃 仙 波 忠 弘 新居浜市上泉町７番２４号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

〃 井 下 八 郎 新居浜市荷内町８－７４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 永 森 庄 一 新居浜市阿島三丁目４－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

〃 井 下 八 郎 新居浜市荷内町８－７４

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

〃 小 西 秀 幸 新居浜市阿島三丁目１－１６

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３
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�愛媛県告示第５２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市神拝土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市玉津土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和５年４月１７日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字東屋敷１３０２番７及び１３０３番７

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．８６メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第５２３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和５年４月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和５年４月１７日

３ 指定道路の位置

四国中央市川之江町字枯木２３１６番３の一部及び２３１６番５の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２１．５８メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第５２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松前町筒井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 雅 好 西条市喜多川６９９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 勝 則 西条市喜多川４６６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 加 祥 男 西条市玉津１５２

〃 日 野 敬 治 西条市玉津３１１－２

〃 星 加 貴 之 西条市玉津３３１－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 康 之 西条市玉津３１３

〃 川 上 広士良 西条市玉津４０４

〃 越 智 敏 行 西条市玉津３４３－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８

〃 大 淵 康 高 伊予郡松前町大字筒井１８６９

〃 石 丸 敏 彦 伊予郡松前町大字筒井２６２－１

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９

〃 古 川 勝 美 伊予郡松前町大字筒井２１６－２

〃 赤 星 文 人 伊予郡松前町大字筒井１０－２

〃 古 川 二 郎 伊予郡松前町大字筒井１７５

〃 中 島 正 直 伊予郡松前町大字筒井２５７

〃 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１－３

監 事 國 田 郁 夫 伊予郡松前町大字筒井１７４

〃 仙 波 俊 彦 伊予郡松前町大字筒井２２０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８

〃 大 淵 康 高 伊予郡松前町大字筒井１８６９

〃 石 丸 敏 彦 伊予郡松前町大字筒井２６２－１

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９

〃 一 色 勉 伊予郡松前町大字筒井２１５

〃 赤 星 文 人 伊予郡松前町大字筒井１０－２

〃 横 山 素 之 新居浜市阿島三丁目６－３７
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�愛媛県告示第５２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市西長戸町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年４月２８日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�������
�愛媛県告示第５２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市荏原地区土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年４月２８日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第５２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年４月２８日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５２９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 國 田 郁 夫 伊予郡松前町大字筒井１７４

〃 中 島 正 直 伊予郡松前町大字筒井２５７

〃 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１－３

監 事 一 色 正 人 伊予郡松前町大字筒井３９５－２

〃 古 川 泉 伊予郡松前町大字筒井２２２

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社コモダ （株）コモダ ジェネシス南予訪問介
護事業所

愛媛県八幡浜市江戸岡１－２－３９八幡
浜ビル本棟 １階 事務室 令和５年３月１日 訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社エンジェルハウス デイサービス紙ひこうき 愛媛県宇和島市三間町戸雁６０４番２ 令和５年３月２５日 通所介護

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３）第１８６４９号 令和３年
５月２８日 �晃世 山口 晃永 宇和島市保田甲１１０３－１ 令和５年

３月３日
土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業

建設業の廃止

（般－３）第１４９４４号 令和４年
３月５日 堀内組 堀内 一郎 西宇和郡伊方町九町１－

２０３８－１６
令和５年
３月２７日 土木工事業 建設業の廃止

（般－３０）第１５２９３号 平成３０年
４月２４日 �栄進 大野江利子 大洲市肱川町山鳥坂４２９ 令和５年

３月２７日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）
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�愛媛県告示第５３１号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑丙８５６番１から

同町緑丙８５５番７まで
令和５年４月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町有網代字下り松３６８番１０地先から

同町有網代字下り松３６８番１地先まで
令和５年４月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市三瓶町有網代字下り松３６８番１０地先から

同町有網代字下り松３６８番１地先まで
旧 １０．６～１９．２ ０．０７２

西予市三瓶町有網代字下り松３６８番１０地先から

同町有網代字下り松３６８番１地先まで
新 １７．４～３５．４ ０．０７２

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 内 科 鬼北町立北宇和病院 � 保 仁 北宇和郡鬼北町大字近永４５５番地１ 令和
５年４月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 市 立 宇 和 島 病 院 大 塚 翔 宇和島市御殿町１番１号 令和
５年４月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

黒 川 慶 昇 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番１号 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町四丁目５番５号 令和５年
１月１日

麻 生 健 伍 社会福祉法人恩賜財団済生会
今治病院 今治市喜田村七丁目１番６号 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 令和３年

２月１日
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

放置駐車違反管理システム等及び放置駐車違反処理システム

の借入れ

� 借入物品名及び数量

放置駐車違反管理システム等 １式

放置駐車違反処理システム ３６式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和６年３月１日から令和１２年２月２８日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部及び指定警察署

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和５年６月２８日（水） 午前１０時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和５年６月２８日（水） 午前１０時００分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： A

management system and others for abandoned parking

violation，１ set

A processing system for abandoned parking violation，３６

�愛媛県告示第５３５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和５年４月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、心臓機能障害、じ
ん臓機能障害、呼吸器機能障害、
ぼうこう又は直腸機能障害、小
腸機能障害

外 科 �万高原町国民健康
保険父二峰診療所 玉 木 芳 郎 上浮穴郡�万高原町露峰甲４１５番地２ 令和

５年３月２７日

聴覚障害、平衡機能障害、音声・
言語機能障害、肢体不自由、ぼ
うこう又は直腸機能障害、小腸
機能障害

外科・耳鼻い
んこう科

国民健康保険�万高
原町立病院 矢 野 侃 夫 上浮穴郡�万高原町�万６５番地 令和

５年３月３１日
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選挙管理委員会告示

雑 報

set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２８，June，２０２３

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県選挙管理委員会告示第４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和５年４月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１２７，３７６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，５４８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４０，９２２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり公示する。

令和５年４月２８日

一般財団法人 消防試験研究センター

理事長 長谷川 彰 一

１ 試験日、受験申請の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日 受験申請受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第２回
令和５年

１０月２２日（日）

書面申請 令和５年８月２８日（月）

～９月７日（木）

電子申請 令和５年８月２５日（金）９時

～９月４日（月）１７時

書面申請

（一財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０－００１１

松山市千舟町４－５－４ 松山千舟４５４ビル５階

ＴＥＬ：０８９－９３２－８８０８

ＦＡＸ：０８９－９３５－４４８４

受付時間（土日、祝日を除く。）

９：００～１７：００

電子申請（問い合わせ先）

（一財）消防試験研究センター

（本部）業務部電子申請室

ＴＥＬ：０５７０－０７－１０００（専用）

問い合わせ時間（土日、祝日を除く。）

９：００～１７：００

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット利用

第３回
令和６年

２月３日（土）

書面申請 令和５年１２月８日（金）

～１２月１８日（月）

電子申請 令和５年１２月５日（火）９時

～１２月１５日（金）１７時

２ 受験地、試験会場、試験種類、開始時刻等

次表のとおりとする。

ただし、学校の生徒等に限り、附表「学校の生徒等の試験会場等」のとおり受験することができる。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，８５６ １４，２８６

南 宇 和 郡 １７，５４７ ５，８４９

松山市・上浮穴郡 ４３１，５６０ １３８，５９４

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３３，９０４ ４４，６３５

宇和島市・北宇和郡 ７２，６５３ ２４，２１８

八幡浜市・西宇和郡 ３４，８３９ １１，６１３

新 居 浜 市 ９６，９６１ ３２，３２１

西 条 市 ８８，８５３ ２９，６１８

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４８，１９９ １６，０６７

伊 予 市 ３０，４０６ １０，１３６

四 国 中 央 市 ７０，９９０ ２３，６６４

西 予 市 ３０，５６５ １０，１８９

東 温 市 ２８，０４３ ９，３４８
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区 分 受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類
試 験 開 始 時 刻

（集合時刻）

第２回

（Ｒ５．１０．２２）
松 山 市 松山大学 甲種、乙種第１・２・３・４・５・６類、丙種

【乙種第４類（科目免除なし）】

午前１０時又は午後２時半

（集合：午前９時半又は午後２時）

【その他全種類】

午前１０時

（集合：午前９時半）

第３回

（Ｒ６．２．３）
松 山 市 愛媛大学 同上

【乙種第４類（科目免除なし）】

午前１０時又は午後２時

（集合：午前９時半又は午後１時半）

【その他全種類】

午後２時

（集合：午後１時半）

（備考）乙種第４類（科目免除なし）の受験者の午前又は午後の受験指定は、消防試験研究センター愛媛県支部が行う。

附表 学校の生徒等の試験会場等

区 分 受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類
試 験 開 始 時 刻

（集合時刻）

第２回

（Ｒ５．１０．２２）

新居浜市 新居浜工業高等学校 甲種、乙種第１・２・３・４・５・６類、丙種
午前１０時

（集合：午前９時半）

今 治 市 今治工業高等学校 同上 同上

松 山 市 松山工業高等学校 同上 同上

宇和島市 吉田高等学校 同上 同上

第３回

（Ｒ６．２．３）

松 山 市 松山工業高等学校 同上

【乙種第４類（科目免除なし）】

午前１０時又は午後２時

（集合：午前９時半又は午後１時半）

【その他全種類】

午後２時

（集合：午後１時半）

八幡浜市 八幡浜工業高等学校 同上
午後２時

（集合：午後１時半）

（備考）１ 学校の生徒等とは、大学、短期大学等を除く学校教育法第１条に掲げる学校＜高等専門学校、特別支援学校、中等教育学校、高等学校、中学

校、小学校＞の生徒、及び施設入所者等で遠隔地等での受験が困難と事前に本財団の愛媛県支部が認めた受験者をいう。

２ 第３回試験の松山工業高等学校会場の乙種第４類（科目免除なし）の受験者の午前又は午後の受験指定は、消防試験研究センター愛媛県支部

が行う。

３ 受験願書用紙、試験案内等の配布場所

① （一財）消防試験研究センター愛媛県支部

② 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

③ 愛媛県各地方局防災対策室及び各地方局支局総務県民室

④ 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

�公 告

消防設備士試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定により、愛媛県知事から委任された消防設備士試験を次のとおり公示する。

令和５年４月２８日

一般財団法人 消防試験研究センター

理事長 長谷川 彰 一

１ 試験日、受験申請の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日 時 受験申請受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

令和６年 書面申請

書面申請

（一財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０－００１１

松山市千舟町４－５－４ 松山千舟４５４ビル５階

ＴＥＬ：０８９－９３２－８８０８
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第２回

１月７日（日）

試験開始時刻

午前１０時

（集合：午前９

時半）

令和５年１１月６日（月）

～１１月１６日（木）

電子申請

令和５年１１月３日（金）９時

～１１月１３日（月）１７時

ＦＡＸ：０８９－９３５－４４８４

受付時間（土日、祝日を除く。）

９：００～１７：００

電子申請（問い合わせ先）

（一財）消防試験研究センター

（本部）業務部電子申請室

ＴＥＬ：０５７０－０７－１０００（専用）

問い合わせ時間（土日、祝日を除く。）

９：００～１７：００

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット利用

２ 受験地、試験会場及び試験種類

受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類

松 山 市 愛 媛 大 学 甲種：特・１・２・３・４・５類 乙種：１・２・３・４・５・６・７類

３ 受験願書用紙、試験案内等の配布場所

① （一財）消防試験研究センター愛媛県支部

② 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

③ 愛媛県各地方局防災対策室及び各地方局支局総務県民室

④ 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

令和５年４月２８日 発行


